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そ の 他 

 

ＮＨＫ受信料の免除 

１ 対 象 世 帯 （１）身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者のいる町民税非課

税世帯 

         （２）視覚又は聴覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で

契約者 

         （３）身体障害者手帳１・２級の方が世帯主で契約者 

         （４）療育手帳Ａ判定の方が世帯主で契約者 

         （５）精神障害者保健福祉手帳１級の方が世帯主で契約者 

２ 割 引 料  上記（１）の世帯・・・・・・・全額免除 

          上記（２）～（５）の世帯・・・半額免除 

３ 申 請 先  障がい支援課 

４ 必要書類等 （１）申請書、印鑑 

         （２）身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 

５ 留 意 事 項  免除基準に該当する事由が消滅したときは、免除非該当となります。 

６ 問 合 せ 先  NHK名古屋放送局 視聴者リレーションセンター 

 TEL 052-952-7268 

 

携帯電話料金の割引 

１ 対 象 世 帯  障がい者手帳等をお持ちの方 

２ 割 引 料  基本料金等 

 ３ 問 合 せ 先  各携帯電話会社の取扱い店舗 

 

図書等配達サービス 

 町内在住の障がい者の方で図書館まで行くことが困難な方に、図書館資料（本・ＣＤ・

ＤＶＤ）を自宅へ配達します。 

１ 対 象 者 （１）身体障害者手帳１・２級の肢体不自由の方（座っていることが

できない又は立ち上がることが困難な方） 

         （２）身体障害者手帳１・２級の視覚障がい者 

２ 貸出期間等  ・期   間  15日間（貸出日から） 

          ※貸出期間中の申し出で次の予約がない場合１回に限り延長可 

          ・１人につき  本は 15冊まで 

                  ＣＤ・ＤＶＤは３点まで 

３ 申 請 先  町中央図書館   TEL 84-2800 

４ 必 要 書 類  利用登録申請書、身体障害者手帳 
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プール使用料の割引 

 東部知多温水プールを利用されるとき、使用料が割引されます。 

１ 対 象 者  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳を提示した方及び 

         その付添者として管理者が認める方 

２ 割 引 料  半額 

３ 問 合 せ 先  東部知多温水プール（住友重機温水プール）TEL 44-0271 

 

ヘルプカード・ヘルプマークの配布 

「見た目では分からない何らかの障がい」のある方が、「今、あなたの支援が必要です」と

周囲に伝えるために利用することで、災害時や日常生活での困りごとを周りの方が解決し

やすくするカードです。 

１ 対 象 者  障がい者や難病を患っている方、その他支援を必要とする方 

２ 配 布 先  障がい支援課 

３ 配 布 個 数  1人につき 1個 

 

郵便による不在者投票 

選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けることにより、郵便による投票ができ

ます。 

１ 対 象 者  ・身体障害者手帳か、戦傷病者手帳を持っている選挙人で郵便等に

よる不在者投票の要件に該当する方。 

・介護保険の要介護認定区分が要介護５の方 

２ 問合せ・申込み先  町選挙管理委員会 TEL 83-3111 

 

緊急一時保護 

緊急一時的に自宅で過ごすことが困難となった障がい者を障がい者支援施設等に一時的

に保護し、関係機関と連絡調整を行います。 

１ 対 象 者  ①障がい者を介護、見守り等する者が疾病、出産、看護、事故、災

害、冠婚葬祭、失踪等で介護、見守り等が緊急一時的に困難な障

がい者 

         ②障がい者を介護、見守り等する者から虐待を受け、緊急一時的に

保護が必要な障がい者 

２ 申 請 先  障がい支援課 

３ 必要書類等  ・申請書 

         ・印鑑 
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地域活動支援センター 

障がいのある方に対し、創作的活動や運動などの機会を提供し、地域における自立した

生活の支援をします。 

１ 対 象 者  東浦町に住所のある障害者手帳をお持ちの方、発達障がいや高次機

能障がいの診断を受けた方とその家族。 

２ 内 容  ・気軽に立ち寄れる地域の拠点としてのフリースペースの提供 

        ・創作活動の場の提供 

        ・仲間との交流や休息の場等居場所の提供 

 ・地域住民やボランティア等との交流 

 ・関係機関との連携による日常生活及び社会生活上の支援 等 

３ 場所・日時  福祉センター 

月～金曜日（祝日・年末年始除く） ９時～16時 

第２・第４日曜日 10時～14時 

４ 料 金  無料（だたし、材料費などの実費負担あり） 

５ 問合せ・申込み先  町社会福祉協議会（福祉センター）TEL 84-3741 

 

 障害者スポーツ普及事業 

障がいのある方の社会参加として、スポーツ活動の場を提供することにより、その人ら

しい生活が送れるように取り組みます。 

１ 対 象 者  東浦町に住所のある障害者手帳をお持ちの方、発達障がいや高次脳

機能障がいの診断を受けた方とその家族。 

２ 種類・日時等  

  ◆障害者フライングディスク 

          ・第１日曜日 10時～12時 

・メディアス体育館ひがしうら（町体育館）小体育室 等 

◆ボッチャ 

・第２・第４日曜日 10時～12時 

・福祉センター 

   ◆サウンドテーブルテニス 

           ・月曜日 10時～12時 

           ・福祉センター 

３ 料 金  無料 

４ 問合せ・申込み先  町社会福祉協議会（福祉センター）TEL 84-3741 
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ボランティアグループ（東浦町総合ボランティアセンター） 

 東浦町総合ボランティアセンターで、ボランティアの依頼や相談、登録、紹介、養成な

どを行っています。 

１ ボランティアグループ  グループ名及び活動内容は下記のとおりです。 

            （主に障がいに関する活動を行っているグループのみ抜粋） 

２ 問 合 せ 先  東浦町総合ボランティアセンター なないろ 

            東浦町大字緒川字屋敷弐区 61-１  TEL/FAX 51－7697 

グループ名 活動内容 

視覚障害者ガイドボランティア 

ほたるの会 

視覚障がいを持つ方の外出支援・各種福祉行事への参

加・社会参加の為のガイドボランティアで、視覚障がい

者とそのガイドボランティアが一緒に活動しています。 

点訳サークル 

あいりす 

点字を勉強しながら、目の不自由な方の依頼により、本

や資料を点訳しています。 

サウンドテーブルテニス 

「たんぽぽ」 

サウンドテーブルテニスを視覚障がい者だけでなく、障

がいの有無や老若男女問わず、楽しみながら交流を図る

ことを目指して活動をしています。 

東浦ラブちゃんの会 

盲導犬に対する理解と健全な青少年の育成を目的に、福

祉教育やイベント等に参加して、盲導犬の育成普及活動

を支援しています。 

手話サークル 

なかよしこよし 

聴覚障がい者への理解を深める活動や手話学習、手話の

普及に努めています。 
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生活福祉資金の貸付一覧 （愛知県社会福祉協議会） 

 生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯及び高齢者世帯、障がい者世帯を対象に経済的

自立や社会参加の促進を図るため愛知県社会福祉協議会が実施する貸付制度です。 

１ 貸付けの種類  資金の種類及び概要は下記のとおりです。（貸付には条件があり

ます。詳しくは問合せ先にお尋ねください。） 

２ 問 合 せ 先  町社会福祉協議会（福祉センター） 

           東浦町大字石浜字岐路 23－１ TEL 84-3741 
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避難行動要支援者名簿登録 

災害時の一連の行動に対してハンディを負う高齢者や要介護者及び障がい者等の名簿

を作成し、災害時に迅速な対応が取れるよう備えます。 

１ 対 象 者 （１）75歳以上でひとり暮らし、または 75歳以上のみの世帯 

         （２）要介護１・２で、ひとり暮らしまたは同居家族が 65歳以上 

         （３）要介護３～５までの方 

         （４）身体障害手帳１・２級 

         （５）療育手帳Ａの方 

（６）精神障害者保健福祉手帳１・２級で単身世帯 

（７）75歳以上で日中ひとり暮らしの方 

（８）歩行の困難な難病患者 

２ 受給者負担  なし 

３ 申 請 先  ふくし課 

 ４ 留 意 事 項  社会福祉施設などに入所または入院している方は対象外です。 

 

ごみ出し支援 

 もえるごみを近くのごみステーションまで持ち出すことが困難な世帯に対し、ごみ出し

支援をします。 

１ 対 象 者 （１）自力でごみ出しが困難な方で、避難行動要支援者名簿に登録さ

れている方 

         （２）65歳以上の方のみで構成される世帯 

２ 収 集 方 法  玄関先など、事前に取り決めた場所に出されたもえるごみをごみス

テーションまで運搬 

 ３ 申 し 込 み （１）ごみ出し支援を希望される方は「ごみ出し支援申込書兼調査記

録票」及び「避難者行動要支援者名簿登録に関するチェックリスト」

をご記入のうえ、お住まいの地区の連絡所長、自治会長、民生委員

のいずれかへ書類を提出してください。 

          ※申込書は環境課・各地区コミュニティセンターで配布または町ホ

ームページからダウンロード可 

         （２）申請内容について審査を行った後、「ごみ出し支援可否決定通知

書」をお送りします。 

         （３）ごみ出し支援決定後、搬送開始日から支援を開始します。 

４ 手 数 料  １回につき 50円 

５ 支援する日  木曜日…森岡、森岡台、緒川、緒川新田、東ヶ丘 

         火曜日…石浜東、石浜中、石浜西、生路、藤江 

６ 委 託 先  ＮＰＯ法人 絆 

７ 問い合わせ  環境課 


